
 

  

 
自転車保険の加入について 

昨年の７月１日より福井県自転車条例が施行されており、本校では、ヘルメットや雨具を準

備していること、安全上の整備点検を完了していることに加え、自転車保険に加入している生

徒に対して、地区にかかわらず自転車通学を認めることになりました。 

ついては、ご多用のところ誠に恐縮ですが、加入状況を以下の用紙に記入の上、学級担任まで

ご提出いただきますようよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

---------------------------切り取り-------------------------- 
 

   年   組  生徒氏名             

 

どちらかに○を付けてください。 

自転車保険に 

 

加入している   ・   加入していない 

 

 ４月１７日（月）までに学級担任にご提出ください。 

武生第五中学校 
指導部だより 

R５．４．７ 

第１号 


